
国立大学法人筑波技術大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果

１ 全体評価

筑波技術大学は、聴覚・視覚に障害のある者を対象に教育を行う国内唯一の大学とし

て、学生の障害特性に配慮した教育を通じた専門職業人等を養成するとともに、新しい

教育方法の研究と実践を通して国内外の障害者教育の発展に資することを目標として掲

げ、聴覚・視覚障害を補償する教育方法・システム等を開発し情報授受の障壁のない教

育環境の構築や他大学等に対する支援等の実施に努めている。

中期目標期間の業務実績の状況は、すべての項目で中期目標の達成状況が良好又はお

おむね良好である。業務実績のうち、主な特記事項は以下のとおりである。

教育については、企業との積極的な連携のほか、アドバイザー制度による学生一人ひ

とりの適性と目標にあった支援体制の構築、情報・理数系の点字図書の制作・全国無償

配布、英語点訳ガイドの作成・関係機関への寄贈等を行っている。

研究については、アジア地域における聴覚・視覚障害者支援に関する高等教育の中心

的な機関として、聴覚・視覚障害者の高等教育、就労に関する全国的及び国際的研究集

会・協議会等を開催し、障害者支援に関する高等教育の情報交換、共同研究を活発に行

っている。

社会連携・国際交流等については、地域医療機関としての役割を果たすため、医師及

び鍼灸師の増員や臨床の場における鍼灸・手技療法の研究を推進するなど、患者のニー

ズに的確・迅速に対応している。

業務運営については、競争的教育研究プロジェクト事業として 3,000 万円を確保し、

障害者の教育内容・方法及び支援等に関して７つの分野を課題として募集し、23 件を採

択するなど、法人として戦略的・効果的な資源配分を行っている。

一方、自己点検・評価のうち組織及び運営の状況に関する事項については、経営協議

会において審議すべき事項であるが、報告事項として扱われていることから、適切な審

議を行うことが求められる。また、監事による監査結果（監事意見書）の指摘事項を運

営に反映していないことから、早急な対応が求められる。

財務内容については、会議資料のペーパーレス化、定期刊行物等の経費見直し、光熱

水量のセグメントごとのコスト分析等により、管理的経費の抑制に努めている。



２ 項目別評価

Ⅰ．教育研究等の質の向上の状況

（Ⅰ）教育に関する目標

１．評価結果及び判断理由

【評価結果】中期目標の達成状況が良好である

【判断理由】「教育に関する目標」に係る中期目標（４項目）のうち、３項目が「良

好」、１項目が「おおむね良好」であり、これらの結果を総合的に判断

した。

２．各中期目標の達成状況

（1）教育の成果に関する目標

［評価結果］中期目標の達成状況が良好である

［判断理由］「教育の成果に関する目標」の下に定められている具体的な目標（１

項目）が「良好」であり、この結果に加え、学部・研究科等の現況

分析における関連項目「学業の成果」「進路・就職の状況」の結果も

勘案して、総合的に判断した。

（2）教育内容等に関する目標

［評価結果］中期目標の達成状況がおおむね良好である

［判断理由］「教育内容等に関する目標」の下に定められている具体的な目標（１

項目）が「おおむね良好」であり、この結果に加え、学部・研究科

等の現況分析における関連項目「教育内容」「教育方法」の結果も勘

案して、総合的に判断した。

（3）教育の実施体制等に関する目標

［評価結果］中期目標の達成状況が良好である

［判断理由］「教育の実施体制等に関する目標」の下に定められている具体的な

目標（１項目）が「良好」であり、この結果に加え、学部・研究科

等の現況分析における関連項目「教育の実施体制」の結果も勘案し

て、総合的に判断した。

（4）学生への支援に関する目標



［評価結果］中期目標の達成状況が良好である

［判断理由］「学生への支援に関する目標」の下に定められている具体的な目標

（１項目）が「良好」であることから判断した。

３．優れた点、改善を要する点、特色ある点

（優れた点）

○ 中期計画で「専門職業人・技術者としての就職を確保するため、インターンシップ

などを通して職業指導の充実を図るとともに、産業界との連携に努める」としている

ことについて、地元のインターンシップ推進協議会訪問や企業向け説明会実施により

企業との連携強化と実習先の確保に努め、卒業生の活躍状況を撮影したビデオの上映

等を内容とした研修会や就職ガイダンスを実施し、インターンシップと就職をリンク

した指導を行っていることは、学生の就職に対する意識の高揚につながっている点で、

優れていると判断される。

○ 中期計画で「障害に配慮したきめ細かい指導ができるように、TA 導入などを含め、

能力別や少人数のクラス編成に必要な実施体制を整える」としていることについて、

個別指導に近い少人数教育の実施や、近隣大学の大学院生によるチューターの導入、

習熟度別クラスの実施、さらに、各学科独自の補習・個別指導を随時実施するなど、

障害に配慮したきめ細かい指導を行っていることは、学生の学習意欲を高める成果を

上げている点で、優れていると判断される。

○ 中期計画で「聴覚・視覚の障害を補償する設備を充実するとともに、自由にアクセ

スできる情報システムやインターネットを十分に活用できる学習環境を整える」とし

ていることについて、コミュニケーション手段として開発導入した遠隔地リアルタイ

ム字幕提示システム、障害補償機器の貸出制度、全盲学生のための非接触カードによ

りパソコンを立ち上げる仕組み、弱視学生のためのデュアルディスプレイシステム等

が有効に機能していることは、優れていると判断される。

○ 中期計画「個々の学生の障害の状態や能力を的確に把握するとともに、各授業担当

教員が学生からの意見や要望に対応するためオフィスアワーを設けるなど、学習・生

活支援を進めるための体制を整える」について、クラス担任やマンツーマンのアドバ

イザー教員等が、月や週単位の学科会議で状況を報告・協議するなど学生に対する情

報を共有し指導していることは、学生が健康管理・生活、学習等のきめ細かな支援を

受けている点で、優れていると判断される。

○ 中期計画「新たな就職先の開拓、進路・就職に関する講演会等の充実、学生のコミ

ュニケーション特性に応じた面接指導、就職後のフォローアップ等を推進する」につ

いて、企業との積極的な連携のほか、アドバイザー制度による学生一人ひとりの適性

と目標に合った徹底した支援体制により、高い就職率を得ていることは、優れている

と判断される。

（特色ある点）



○ 中期計画で「障害関係科目により障害の理解・克服を促す」としていることについ

て、学生の障害に対する正しい認識と理解を促し、障害を克服する意欲、能力及びコ

ミュニケーション・スキルを身に付けさせるため、障害に関する多彩な特色ある障害

関連科目を教授していることは、特色ある取組であると判断される。

○ 中期計画で「適切かつ広範な広報活動を実施し、入学者募集基準や教育内容の周知

を図る」としていることについて、つくばキャンパスや大都市圏における大学説明会

開催、毎年全国20数か所での聾学校・聴覚障害団体の希望に応じたミニ説明会・講演

会の実施、個別相談や各高等学校の進路指導員との情報交換会開催のほかに、新聞や

関連団体の機関誌への広告掲載等、学生確保における広範な活動を行っていることは、

特色ある取組であると判断される。

○ 中期計画で「障害を補償した効果的な指導方法の改善・開発をさらに推進する」と

していることについて、「高等教育のための学内外視覚障害者アクセシビリティ向上支

援事業」において、情報・理数系の点字図書の製作・全国無償配布、英語点訳ガイド

の作成・関係機関への寄贈等を行っていることは、特色ある取組であると判断される。

○ 中期計画「新たな就職先の開拓、進路・就職に関する講演会等の充実、学生のコミ

ュニケーション特性に応じた面接指導、就職後のフォローアップ等を推進する」につ

いて、在学生の就職支援を行うだけでなく、卒業生の職場適応、転職等に関する相談

に応じ、問題が生じれば就職先企業と連携して対応するなど、就職後のフォローアッ

プも行っていることは、特色ある取組であると判断される。

（II）研究に関する目標

１．評価結果及び判断理由

【評価結果】中期目標の達成状況がおおむね良好である

【判断理由】「研究に関する目標」に係る中期目標（２項目）のすべてが「おおむ

ね良好」であることから判断した。

２．各中期目標の達成状況

（1）研究水準及び研究の成果等に関する目標

［評価結果］中期目標の達成状況がおおむね良好である

［判断理由］「研究水準及び研究の成果等に関する目標」の下に定められている

具体的な目標（１項目）が「おおむね良好」であり、この結果に加

え、学部・研究科等の現況分析における関連項目「研究活動の状況」

「研究成果の状況」の結果も勘案して、総合的に判断した。

（2）研究実施体制等の整備に関する目標



［評価結果］中期目標の達成状況がおおむね良好である

［判断理由］「研究実施体制等の整備に関する目標」の下に定められている具体

的な目標（１項目）が「おおむね良好」であることから判断した。

３．優れた点、改善を要する点、特色ある点

（特色ある点）

○ 中期計画で「聴覚・視覚障害者のための教育に関する研究成果については、障害者

高等教育研究支援センター等の整備・充実を図ることにより、関係教育機関に還元す

る」としていることについて、調査研究誌『テクノレポート』、『TCT Education of
Disabilities』や２大プロジェクト（「高等教育のための学内外視覚障害者アクセシビリ

ティ向上支援事業」及び「高等教育機関のアクセシビリティ向上を目指した筑波聴覚

障害学生高等教育テクニカルアシスタントセンター（T-TAC）の構築事業」）の研究成

果等を、内外の高等教育機関、障害関係機関、特別支援学校等へ提供するとともに、

公開講座、シンポジウム、各種展覧会、フェスティバル等において、研究開発の成果

を積極的に障害者高等教育現場に還元し、障害者高等教育の進展への貢献を目指して

いることは、特色ある取組であると判断される。

○ 中期計画で「障害者教育及び支援に関する国際的・全国的な研究会を開催し、共同

研究を進める」としていることについて、アジア地域における聴覚・視覚障害者支援

に関する高等教育の中心的な機関として、聴覚・視覚障害者の高等教育、就労に関す

る全国的及び国際的研究集会・協議会等を、毎年、多数の内外の参加者の下に数多く

開催し、障害者支援に関する高等教育の情報交換・共同研究を活発に行っていること

は、特色ある取組であると判断される。

（III）その他の目標

（１）社会との連携、国際交流等に関する目標

１．評価結果及び判断理由

【評価結果】中期目標の達成状況が良好である

【判断理由】「社会との連携、国際交流等に関する目標」に係る中期目標（２項目）

のすべてが「良好」であることから判断した。

２．各中期目標の達成状況

（1）社会との連携、国際交流等に関する目標



［評価結果］中期目標の達成状況が良好である

［判断理由］「社会との連携、国際交流等に関する目標」の下に定められている

具体的な目標（１項目）が「良好」であることから判断した。

（2）保健科学部附属東西医学統合医療センターに関する目標

［評価結果］中期目標の達成状況が良好である

［判断理由］「保健科学部附属東西医学統合医療センターに関する目標」の下に

定められている具体的な目標（１項目）が「良好」であることから

判断した。

３．優れた点、改善を要する点、特色ある点

（優れた点）

○ 中期計画で「開発した支援機器を用いて、他大学等で学ぶ聴覚・視覚障害学生並び

に学会等に参加・発表する聴覚・視覚障害者への支援を行い、両障害者の社会進出に

貢献する」としていることについて、聴覚障害者のための遠隔地リアルタイム字幕提

示システムと遠隔情報保障システムによる他大学の支援を行い、学会、研修会等にお

ける支援実績を積み重ねていることは、優れていると判断される。

○ 中期計画「地域医療機関としてより積極的な役割を果たすため、医師・鍼灸師等の

診療体制の強化や事務体制の整備など、患者のニーズにあった診療体制の充実、整備

を検討する」について、専任の医師１名・鍼灸師２名、学部から医師６名・鍼灸師 10
名と研修生（平成 17 年度 23 名、平成 18 年度 25 名、平成 19 年度 25 名）を加え、特

任教授も増員したことや、臨床の場において鍼灸・手技療法の研究を推進し、知識・

技術の向上を図り、患者のニーズに的確・迅速に対応していることは、優れていると

判断される。

（特色ある点）

○ 中期計画で「諸外国の障害者教育に係る大学と国際交流を進める」及び「国際交流

協定締結大学等との間で国際会議・研究会を行う」としていることについて、日本聴

覚障害学生高等教育支援ネットワーク（PEPNet-Japan）の中核校として、また、アジ

ア地域における聴覚・視覚障害者支援の高等教育研究の発展的モデル機関として、国

内外の大学及び関連機関と連携して、共同事業・シンポジウム・研究会・会議・セミ

ナー等を実施し情報交換・支援をするなど、積極的に国際的活動を行っていることは、

特色ある取組であると判断される。

○ 中期計画「教育研究に係る診療の場として機能するとともに、西洋医学と東洋医学

を統合した研究と診療、施術を開発し、地域医療に貢献する」について、国立がんセ

ンター中央病院との「がん治療副作用に対する統合医療の研究」の実施や、がんと鍼

灸研究会の設立等、東西医学を統合した研究と診療・施術の開発を行っていることは、

特色ある取組であると判断される。



Ⅱ．業務運営・財務内容等の状況

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標

① 運営体制の改善

② 教育研究組織の見直し

③ 人事の適正化

④ 事務等の効率化・合理化

平成 16 ～ 19 年度の実績のうち、下記の事項が注目される。

○ 競争的教育研究プロジェクト事業として 3,000 万円を確保し、障害者の教育内容・

方法及び支援等に関して７つの分野を課題として募集し、23 件を採択するなど、法人

として戦略的・効果的な資源配分を行っている。

○ 学長、理事、部局長、事務局長及び各種委員会委員長を構成員とする「政策調整会

議」を設置し、全学的な方針の調整及び各種委員会の活動状況等について意見交換を

実施するなど、大学運営の意思決定を円滑かつ効果的に行っている。

○ 学長裁量教員枠として、これまでに、教員枠（７名）を確保し、より柔軟な対応が

できるように配慮している。

平成 16 ～ 19 年度の実績のうち、下記の事項に課題がある。

○ 自己点検・評価のうち組織及び運営の状況に関する事項については、経営協議会に

おいて審議すべき事項であるが、報告事項として扱われていることから、適切な審議

を行うことが求められる。

○ 監事による監査結果（監事意見書）の指摘事項（空室となっている職員宿舎の有効

利用）を運営に反映していないことから、早急な対応が求められる。

【評定】中期目標の達成状況がおおむね良好である

（理由）中期計画の記載 19 事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は「中

期計画を十分に実施している」と認められるが、経営協議会の適切な審議が求め

られること、監事による監査結果（監事意見書）の意見が運営に反映されていな

いこと等を総合的に勘案したことによる。

（２）財務内容の改善に関する目標

① 外部研究資金その他の自己収入の増加

② 経費の抑制

③ 資産の運用管理の改善

平成 16 ～ 19 年度の実績のうち、下記の事項が注目される。



○ 会議資料のペーパーレス化、定期刊行物等の見直し、光熱水量のセグメントごとの

使用量・費用実績のコスト分析等により、管理的経費の抑制に努めている。

○ 中期計画における総人件費改革を踏まえた人件費削減目標の達成に向けて、着実に

人件費削減が行われている。今後とも、中期目標・中期計画の達成に向け、教育研究

の質の確保に配慮しつつ、人件費削減の取組を行うことが期待される。

【評定】中期目標の達成状況が良好である

（理由）中期計画の記載４事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は「中

期計画を十分に実施している」と認められ、上記の状況等を総合的に勘案したこ

とによる。

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標

① 評価の充実

② 情報公開等の推進

平成 16 ～ 19 年度の実績のうち、下記の事項が注目される。

○ 聴覚・視覚に障害のある人の支援として、広報誌「筑波技術大学ニュース」、パンフ

レット「障害者高等教育研究支援センターガイド」を発行するなど広報の充実に努め

ている。

○ 大学のウェブサイトをリニューアルし、視覚障害者に対して音により大学を紹介す

るサウンドロゴを公募、決定し、ウェブサイトで聴取できるようにするとともに、視

覚障害者への配慮として、スクリーンリーダー（読み上げソフト）に対応できるよう

工夫している。

【評定】中期目標の達成状況が良好である

（理由）中期計画の記載３事項すべてが「中期計画を上回って実施している」又は「中

期計画を十分に実施している」と認められ、上記の状況等を総合的に勘案したこ

とによる。

（４）その他業務運営に関する重要目標

① 施設設備の整備等

② 安全管理

平成 16 ～ 19 年度の実績のうち、下記の事項が注目される。

○ 聴覚障害学生への避難通知手段について、社団法人日本火災報知機工業会と連携し、



携帯電話の電子メールを利用した通報テストを行うなど、聴覚障害者に対する避難通

報の在り方を検討し、新寄宿舎の建設計画において、非常時のための文字による警報

システムの導入に反映している。

○ 障害者の特性に応じた「聴覚・視覚障害者における注意事項」を盛り込んだ災害、

事件等に関する全学的なマニュアルを策定し、視覚障害者にも対応できるように読み

上げソフトの使用を可能とするなど、安全管理に向けた取組が図られている。

○ 研究費の不正使用防止については、「筑波技術大学における公的研究費等の運営・管

理に関する規則」の策定、契約担当者以外の第三者による検収体制の整備等を行って

いる。

【評定】中期目標の達成状況が良好である

（理由）中期計画の記載４事項すべてが「中期計画を十分に実施している」と認められ、

上記の状況等を総合的に勘案したことによる。



筑波技術大学 

学部・研究科等の教育に関する現況分析結果 

 

1. 産業技術学部 教育 1-1 

2. 保健科学部 教育 2-1 
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産業技術学部 

 

 Ⅰ 教育水準 ........................................ 教育 1-2 

 

 Ⅱ 質の向上度 ........................................ 教育 1-4 

 

教育 1-1 



筑波技術大学産業技術学部 

I 教育水準（分析項目ごとの水準及び判断理由） 

 

1. 教育の実施体制 

 

期待される水準にある 

 

[判断理由] 

 「基本的組織の編成」については、当該学部は２学科から構成され、学年進行中である。

学科所属の教員のほか、障害者高等教育研究支援センターの教員が教育を担当する体制が

整備され、大学設置基準の２倍の専任教員を確保し、専任教員が対応できない科目には非

常勤講師を採用するなどの相応な取組を行っていることから、期待される水準にあると判

断される。 

 「教育内容、教育方法の改善に向けて取り組む体制」については、学生による授業評価

の義務化、若手教員の聾学校訪問等のファカルティ・ディベロップメント（FD）を実施し

ているほか、全学組織としての FD・SD 企画室が設立され、大学全体として活動している。

また、平成 20 年度から教員の教育評価システムが本格実施できるよう整備を行ったなどの

相応な取組を行っていることから、期待される水準にあると判断される。 

 以上の点について、産業技術学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、教

育の実施体制は、産業技術学部が想定している関係者の「期待される水準にある」と判断

される。 

 

 

2. 教育内容 

 

期待される水準にある 

 

[判断理由] 

 「教育課程の編成」については、「教養教育系科目」と「専門教育系科目」とが調和的に

配置されたカリキュラム構成であり、２年次以降は学生の能力や適性に応じた複数の履修

コースを提供するなどの相応な取組を行っていることから、期待される水準にあると判断

される。 

 「学生や社会からの要請への対応」については、社会との関係を密にするため、インタ

ーンシップとして３年次に複数の演習を設け、実社会のフィールドで実践的な体験教育を

行うなどの相応な取組を行っていることから、期待される水準にあると判断される。 

 以上の点について、産業技術学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、教

育内容は、産業技術学部が想定している関係者の「期待される水準にある」と判断される。 
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筑波技術大学産業技術学部 

 

 

3. 教育方法 

 

期待される水準にある 

 

[判断理由] 

 「授業形態の組合せと学習指導法の工夫」については、聴覚障害学生のため、近接距離

での双方向授業が可能な少人数クラス体制を実現しているほか、各種メディアを効果的に

活用している。講義と演習の組み合わせによる授業形態を実施し、チューター制によるき

め細かな学生指導を行うなどの優れた取組を行っていることから、期待される水準を上回

ると判断される。 

 「主体的な学習を促す取組」については、入学時のセミナー実施、クラス担任等による

個別指導がなされるほか、電子メールの活用、IC カードによる演習室の時間外使用システ

ムの設置等による自発的学習の支援を行うなどの相応な取組を行っていることから、期待

される水準にあると判断される。 

 以上の点について、産業技術学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、教

育方法は、産業技術学部が想定している関係者の「期待される水準にある」と判断される。 

 

 

4. 学業の成果 

 

期待される水準を下回る 

 

[判断理由] 

 「学生が身に付けた学力や資質・能力」については、学年進行中のため卒業生はまだお

らず、また具体的な単位修得状況等は記載されていないが、進級制限を受けた学生が平成

18、19 年度にそれぞれ６人、９人いる。一方、教育課程実施検討ワーキンググループを組

織し、個性にあった高度の職業技術と応用能力をもつ専門職業人を育成するためのカリキ

ュラム検討を継続的に行うなどの相応な成果があることから、期待される水準にあると判

断される。 

 「学業の成果に関する学生の評価」については、学生による授業評価を継続するととも

に、昨年度のデータを整理し、学内出版物に掲載して、教員にフィードバックしていると

されているが、結果については記載がなく不明であることから、期待される水準を下回る

と判断される。 

 以上の点について、産業技術学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、学
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筑波技術大学産業技術学部 

教育 1-4 

業の成果は、産業技術学部が想定している関係者の「期待される水準を下回る」と判断さ

れる。 

 

 

5. 進路・就職の状況 

 

判定しない 

 

[判断理由] 

 「卒業（修了）後の進路の状況」については、いまだ卒業生を出していないため、卒業

後の進路状況を判断できる状態にないことから、段階判定は行わない。 

 「関係者からの評価」については、いまだ卒業生を出していないため、関係者からの評

価を判断できる状態にないことから、段階判定は行わない。 

 以上の点について、いずれの観点も「段階判定は行わない」との判断を行ったことから、

進路・就職の状況は「判定しない」こととする。 

 

 

II 質の向上度 

 

1．質の向上度 

 

相応に改善、向上している 

 

当該組織から示された事例は４件であり、そのすべてが、「大きく改善、向上している、

または、高い質（水準）を維持している」または「相応に改善、向上している」と判断さ

れた。



筑波技術大学保健科学部 

 

 

 

 

 

 

 

保健科学部 

 

 Ⅰ 教育水準 ........................................ 教育 2-2 

 

 Ⅱ 質の向上度 ........................................ 教育 2-4 

 

教育 2-1 



筑波技術大学保健科学部 

I 教育水準（分析項目ごとの水準及び判断理由） 

 

1. 教育の実施体制 

 

期待される水準を上回る 

 

[判断理由] 

 「基本的組織の編成」については、当該学部は、保健学科と情報システム学科で構成さ

れ、保健学科は鍼灸学、理学療法学の２専攻で構成されている。鍼灸学専攻には鍼灸学、

医学等、理学療法学専攻には理学療法学、医学等、情報システム学科には情報工学、シス

テム設計情報学等を専門とする教員が配置されている。また、障害者を対象としており、

大学設置基準のほぼ 1.5 倍にあたる専任教員数を擁するなどの優れた取組を行っているこ

とから、期待される水準を上回ると判断される。 

 「教育内容、教育方法の改善に向けて取り組む体制」については、ファカルティ・ディ

ベロップメント（FD）や学生評価に加えて、教員相互の授業参観を実施し、参観後のアン

ケート調査結果を授業方法の改善に役立てているなどの優れた取組を行っていることから、

期待される水準を上回ると判断される。 

 以上の点について、保健科学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、教育

の実施体制は、保健科学部が想定している関係者の「期待される水準を上回る」と判断さ

れる。 

 

 

2. 教育内容 

 

期待される水準を上回る 

 

[判断理由] 

 「教育課程の編成」については、１年次から専門教育課程の科目が開講され、２年次以

降も学部共通科目、学科共通科目、専攻科目及び卒業研究が開講され、専門性を深めなが

ら履修する形態となっており、４年間を通して幅広い教養と専門性が身に付けられるよう

に編成されている。また、教材をほとんど障害者高等教育研究支援センターで作成してお

り、困難が予想される教育に適切に対応しているなどの優れた取組を行っていることから、

期待される水準を上回ると判断される。 

 「学生や社会からの要請への対応」については、他の短期大学又は大学等において修得

した単位を認定するとともに、成績優秀者に制限を超えた単位修得を認める柔軟な対応を

しているなどの優れた取組を行っていることから、期待される水準を上回ると判断される。 
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 以上の点について、保健科学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、教育

内容は、保健科学部が想定している関係者の「期待される水準を上回る」と判断される。 

 

 

3. 教育方法 

 

期待される水準を上回る 

 

[判断理由] 

 「授業形態の組合せと学習指導法の工夫」については、視覚障害者の教育にはコンピュ

ーターシステムを中心とした情報機器の支援が重要であり、視覚障害者に合ったピンディ

スプレイ、点図ディスプレイを配備しているなどの優れた取組を行っていることから、期

待される水準を上回ると判断される。 

 「主体的な学習を促す取組」については、学生が視覚障害者であるために音声アクセス

に対応したシラバスを作成しウェブサイトで公開している。また、無線 LAN を学内随所に

設置し、ネットワークを利用した自学自習を推進しているなどの優れた取組を行っている

ことから、期待される水準を上回ると判断される。 

 以上の点について、保健科学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、教育

方法は、保健科学部が想定している関係者の「期待される水準を上回る」と判断される。 

 

 

4. 学業の成果 

 

期待される水準にある 

 

[判断理由] 

 「学生が身に付けた学力や資質・能力」については、卒業生が輩出されていない時点で

の評価は困難であるが、教育の内容・方法や資源を考慮すると学生が身に付けた学力や資

質・能力は、良好なものとなっていることが推察されるなどの相応な成果があることから、

期待される水準にあると判断される。 

 「学業の成果に関する学生の評価」については、学生からの評価を各教員にフィードバ

ックし、授業内容やカリキュラムに反映しているなどの相応な成果があることから、期待

される水準にあると判断される。 

 以上の点について、保健科学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、学業

の成果は、保健科学部が想定している関係者の「期待される水準にある」と判断される。 
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教育 2-4 

 

5. 進路・就職の状況 

 

判定しない 

 

[判断理由] 

 「卒業（修了）後の進路の状況」については、いまだ卒業生を出していないため、卒業

後の進路状況を判断できる状態にないことから、段階判定は行わない。 

 「関係者からの評価」については、いまだ卒業生を出していないため、関係者からの評

価を判断できる状態にないことから、段階判定は行わない。 

 以上の点について、いずれの観点も「段階判定は行わない」との判断を行ったことから、

進路・就職の状況は「判定しない」こととする。 

 

 

II 質の向上度 

 

1．質の向上度 

 

大きく改善、向上している、または、高い質（水準）を維持している 

 

当該組織から示された事例は４件であり、そのすべてが、「大きく改善、向上している、

または、高い質（水準）を維持している」と判断された。 

 
 



筑波技術大学 

学部・研究科等の研究に関する現況分析結果 

 

1. 産業技術学部 研究 1-1 

2. 保健科学部 研究 2-1 
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 Ⅰ 研究水準 ........................................ 研究 1-2 

 

 Ⅱ 質の向上度 ........................................ 研究 1-2 
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筑波技術大学産業技術学部 

I 研究水準（分析項目ごとの水準及び判断理由） 

 

1. 研究活動の状況 

 

期待される水準にある 

 

[判断理由] 

 「研究活動の実施状況」のうち、研究の実施状況について、大学の特色である障害者高

等教育に関する研究を様々な方向から展開している。研究論文については、教員（助教以

上）一名当たり年間約１件であるほか、学会報告は年間約 100 件で、一名当たり約２件で

ある。その他に、年５回の公開講座等様々な障害者支援事業を行っている。さらに、聴覚

障害者のための国際大学連合の構成大学として国際的にも活動している。研究資金の受入

れ状況は、件数は科学研究費補助金を含む年約 30 件採択され、金額は 6,000 万円以上にの

ぼるなどの相応な成果がある。 

 以上の点について、産業技術学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、研

究活動の状況は、産業技術学部が想定している関係者の「期待される水準にある」と判断

される。 

 

 

2. 研究成果の状況 

 

期待される水準にある 

 

[判断理由] 

 「研究成果の状況」について、学術面においては聴覚障害者に対する高等教育の内容・

方法に関する研究、学習・生活支援システムの研究を中心に、例えば、「微細電極の加工に

関する研究」等で相応の成果を上げている。社会、経済、文化面においては、他大学等の

連携・支援、成果の社会的還元や、地域社会との連携等においては、例えば、「聴覚障害児

に対する遠隔指導・支援」、「聴覚障害者の情報保障における要約筆記支援」、「韓仏字典」

等で成果を上げていることなどは、相応な成果である。 

 以上の点について、産業技術学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、研

究成果の状況は、産業技術学部が想定している関係者の「期待される水準にある」と判断

される。 

 

 

II 質の向上度 

研究 1-2 



筑波技術大学産業技術学部 

 

1．質の向上度 

 

相応に改善、向上している 

 

当該組織から示された事例は５件であり、そのすべてが、「大きく改善、向上している、

または、高い質（水準）を維持している」または「相応に改善、向上している」と判断さ

れた。 
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 Ⅰ 研究水準 ........................................ 研究 2-2 
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筑波技術大学保健科学部 

I 研究水準（分析項目ごとの水準及び判断理由） 

 

1. 研究活動の状況 

 

期待される水準を上回る 

 

[判断理由] 

 「研究活動の実施状況」のうち、研究活動の実施状況については、小さい組織ではある

が、その特徴を活かして、「視覚障害補償システムの開発と活用及び支援システムの開発」

プロジェクト事業等を行っている。研究資金の獲得状況については、大型の科学研究費補

助金とは言えないが、基盤研究（Ｂ）や（Ｃ）を獲得していることなどは、優れた成果で

ある。 

 以上の点について、保健科学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、研究

活動の状況は、保健科学部が想定している関係者の「期待される水準を上回る」と判断さ

れる。 

 

 

2. 研究成果の状況 

 

期待される水準にある 

 

[判断理由] 

 「研究成果の状況」について、学術面では、専門性を活かした視覚障害者のための研究

が十分数発表されている。社会、経済、文化面では、患者に直接役立つリハビリテーショ

ン医学の研究成果等があるなどの相応な成果である。 

 以上の点について、保健科学部の目的・特徴を踏まえつつ総合的に勘案した結果、研究

成果の状況は、保健科学部が想定している関係者の「期待される水準にある」と判断され

る。 

 なお、提出された研究業績説明書のうち、優れた業績と判断できるものが少なかったこ

とから、今後の自己評価能力の向上が期待される。 

 

 

II 質の向上度 

 

1．質の向上度 

 

研究 2-2 



筑波技術大学保健科学部 

相応に改善、向上している 

 

当該組織から示された事例は２件であり、そのすべてが、「大きく改善、向上している、

または、高い質（水準）を維持している」または「相応に改善、向上している」と判断さ

れた。 
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国立大学法人筑波技術大学                    法人番号：１７  
学部・研究科等番号・名称： １ 産業技術学部    

 

申立ての内容 申立てへの対応 

【評価項目】 
Ⅰ 教育水準 
４．学業の成果 

【原文】 
期待される水準を下回る 

【申し立て内容】 
評価の見直し 

【理由】 
「学業の成果に関する学生の評価」につ

いて、『学生による授業評価を継続すると

ともに、昨年度のデータを整理し、学内出

版物に掲載して、教員にフィードバックし

ているとされているが、結果については記

載がなく不明であることから、期待される

水準を下回ると判断される。』との評価が

なされている。しかしながら， 
（１）産業技術学部は，設置審の年度進

行中であり，平成 19 年度までにおいて，在

籍学生は２年次までであること，また，短

期大学部においては，廃止に向かっている

状況であり，フィードバックの成果の点検

・評価が難しい状況にあったこと。 
（２）産業技術学部では，平成 19 年度に

フィードバックが可能であったのは，１学

年分の授業評価結果のみであり，主に教養

教育系科目及び専門基礎教育科目がその対

象であるという限定された状態であるこ

と。 
（３）フィードバックの成果の点検・評

価は，上位学年の専門教育科目へのつなが

りも含めて検討することにより，詳細な評

価が可能となるものであること。 
（４）フィードバックの成果の点検・評

価は，平成 20 年度から本格実施される「教

員の個人評価」の項目として入っており，

また，平成 19 年度においても試行調査であ

【対応】 

 原案のとおりとする。 

 

【理由】 

 本観点は、組織として把握した学生の具

体的な評価結果を求めるものであり、その

記述がないため。 

中 期 目 標 の 達 成 状 況 に 関 す る 評 価 結 果学 部 ・ 研 究 科 等 の 教 育 に 関 す る 現 況 分 析 結 果
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るが，実施している。この点に関しては，

「分析項目Ⅰ 教育の実施体制」中に述べ

ており，「期待される水準にある」との評

価を受けているところであること。 
（５）フィードバックの成果の点検・評

価については，「分析項目Ⅰ 教育の実施

体制」中で「また，授業の公開， F D，保

護者による授業参観も行っており，教員間

での互いの評価，保護者からの意見を取り

上げるなどの検討を継続している。」と述

べているとおり，教員相互で実施しており，

「期待される水準にある」との評価を受け

ているところであること。 
以上のような観点から，平成 19 年度末の

段階では，設置審の年度進行中の本産業技

術学部の状況，短期大学部が終了する状況，

フィードバックの成果の点検・評価を含ん

だ「教員の個人評価」を平成 20 年度から本

格実施を「分析項目Ⅰ 教育の実施体制」

に記載していることを含め，記述した分析

であった。 
 したがって，「期待される水準を下回る」

との評価には事実誤認があるものと考え

る。 
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